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令和４年度の予算及び諸案件の御審議をお願いするに当たり、私の新年

度の市政運営に臨む所信の一端を述べさせていただくとともに、主要な取

組について御説明申し上げ、市民の皆様並びに議員の皆様の御理解を賜り

たいと存じます。 

国内で新型コロナウイルス感染症が確認されてから早
はや

2 年が過ぎ、私た

ちはその未知なるウイルスへの不安、そして度重なる緊急事態宣言等によ

り、厳しい社会生活を強いられることとなり、今なお、その感染力は衰え

ることを知りません。 

私は、市民の皆様の命と暮らしを守り抜くことが最大の使命であると常

に考えており、感染症の発症や重症化予防のため、厚木医師会や厚木商工

会議所など関係団体の御協力を頂き、迅速にワクチン接種を実施するとと

もに、厚木市立病院では、市民の皆様の命を守る公立病院として、その使

命を果たすべく、感染症病床を増床するなど、万全の医療提供体制で臨ん

でまいりました。 

また、市内事業者の皆様の経済支援として、５度にわたる支援金の交付

や飲食店応援電子商品券の発行など、これまで、感染症対策と経済回復の

両面から取組を進めてまいりました。 

この間、感染症拡大防止と収束に全力を傾け、御尽力頂いた医療従事者

の皆様を始め、市民・事業者の皆様に心より感謝を申し上げます。 

現在、第６波に対応するため、３回目となるワクチン接種を前倒しして

進めておりますが、皆様には、引き続き感染症拡大防止対策に御協力を賜

りますよう改めてお願い申し上げます。 

昨年、千葉県八街
やちまた

市で起きた集団下校中の小学生が犠牲となった痛まし

い交通事故は、私たちに大きな衝撃を与えました。本市においても、交通
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事故により市民の尊い命が失われており、胸が張り裂ける思いです。次代

を担う子どもたちの光輝く命を交通事故で失うようなことがあってはなり

ません。私は改めて、「交通死亡事故ゼロ」の実現を固く誓い、児童生徒を

守るべく、更なる交通安全対策強化を図り、集中的に通学路の安全対策に

取り組んでまいります。 

市民の皆様の安心・安全な暮らしがなければ、まちの発展は望めません。 

あらゆる脅威から市民の皆様の命と暮らしを必ず守り抜くという決意を新

たに、セーフコミュニティ認証都市として、世界に誇れる安心・安全なま

ちの実現に向け突き進んでまいります。 

昨今は、気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然災害や都心南部直下地

震などに備えた国土強靭化に加え、地球温暖化対策の推進、老朽化が進む

インフラの保全など、ＳＤＧｓ
エスディージーズ

を踏まえた持続可能なまちづくりが求めら

れています。 

線状降水帯などによる強い長雨の影響は、河川の氾濫や浸水など、甚大

な被害を引き起こす懸念があります。異常気象がもたらす被害から市民の

皆様の暮らしと企業活動を守るため、対策をより一層強化してまいります。 

カーボンニュートラルの実現に向けては、2050 年二酸化炭素排出量実質

ゼロを目指して、行政自らがその役割を果たし、市民・事業者の皆様と一

体となって、取組を加速させなければなりません。 

重要なインフラの一つである、学校施設の更新に備えた取組につきまし

ては、計画的な整備に向け、新たに基金を設置するなど、子どもたちの安

心安全な教育環境の充実を図ってまいります。 

さて、私は、今年の市政運営のテーマに「前進」を掲げました。「もうこ

れで満足だという時は、すなわち衰える時である。」日本資本主義の父、渋
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沢栄一の言葉です。歩みを止めてしまえば、それは後退を意味します。 

「常に前進」。市民の皆様と共に 培
つちか

い 育
はぐく

んできた市民協働という大きな

推進力で、しっかりと将来を見据え、新たな時代を切り拓
ひら

き、本市が目指

す将来都市像「自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ」

の実現のため、粉骨砕身
ふんこつさいしん

、取り組んでまいる所存です。 

こうした思いから、令和４年度当初予算につきましては、第 10 次総合計

画に位置付ける重点項目を積極的に推進し、特に「交通死亡事故ゼロへの

前進」、「防災・減災のまちへの前進」、「カーボンニュートラル実現への前

進」、「人にやさしい都市への前進」、「将来都市像実現への前進」の五つの

前進につながる取組を最重要事項として、一般会計 936 億円、特別会計を

合わせた総額は 1,591 億円を超え、いずれも過去最大となる「あつぎの元

気前進予算」として編成いたしました。 

それでは、令和４年度の主要な取組につきまして、総合計画に掲げる六

つのまちづくりのビジョンごとに、御説明申し上げます。 

 

まず一つ目のビジョン「命、財産を守り抜くまち」の実現に向けた取組

につきまして、御説明申し上げます。 

災害に強いまちの実現につきましては、「災害対応力日本一」に向け、「地

域防災計画」を改定し、感染症対策など新たな課題に対する取組を反映さ

せることにより、大規模災害等への対策を強化してまいります。 

また、防災・減災に加え、復興に向けた事前準備の方針や取組を示す「防

災都市づくり計画」を新たに策定してまいります。 

災害時における避難体制の充実・強化につきましては、大規模災害時に

拠点施設となる荻野運動公園に、太陽光発電設備を新たに設置するととも



  

4 
 

に、避難所となる公民館において、電気自動車の電力を供給できる体制を

整備し、非常用の電源確保に努めてまいります。 

風水害対策につきましては、浸水想定区域内に立地する避難所等におけ

る水害リスクの把握や解消・軽減のための調査を新たに実施し、安全に避

難することができる施設として必要な対策を進めるとともに、浸水対策に

取り組む市民の皆様や企業等に対する補助制度を創設し、被害の防止・軽

減を図ってまいります。 

また、本厚木駅を中心とした厚木排水区において、令和４年度末の完成

を目指し、引き続き雨水貯留管の整備を行うとともに、水引一丁目から南

町付近までの浸水対策として、雨水貯留管整備計画を新たに策定するなど、

強力に浸水対策を進めてまいります。 

さらに、準用河川恩曽川において、河床整理工事を実施し、治水能力の

向上を図るとともに、増水時における避難等の判断材料となるよう、イン

ターネットで配信している河川水位の情報に危険水位等を新たに設定する

ことで、安心・安全なまちづくりを推進してまいります。 

市立病院につきましては、災害拠点病院として、水害時においても継続

的に医療を提供するため、必要な対策を進めてまいります。 

耐震化の推進につきましては、新たな「耐震改修促進計画」を策定する

とともに、木造住宅の耐震化に対する補助制度を拡充してまいります。 

また、建築に係る事故や違反建築物等への対応の迅速化を図るため、新

たに建築確認台帳を電子化してまいります。 

消防力の充実・強化につきましては、あらゆる災害に対応するため、よ

り実践的な訓練ができる消防訓練場の再整備に着手するほか、化学消防ポ

ンプ自動車や高規格救急自動車の更新・整備を行ってまいります。 
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また、地域防災の要である消防団の活動環境の充実や警察・県内消防機

関との広域的な連携訓練等により、消防体制を強化するとともに、火災予

防対策の推進に向け、地域や事業所と連携し、防火意識の更なる普及啓発

に努めてまいります。 

救急体制の充実につきましては、高度な救命処置が可能な認定救急救命

士を計画的に育成するとともに、救急ワークステーションによる医療機関

との連携などにより、適切な救急医療サービスを提供してまいります。 

セーフコミュニティの推進につきましては、３度目の国際認証取得を新

たなスタートとして、更なる取組の充実を図り、誰もが健康で安心して安

全に暮らすことができるまちづくりを推進してまいります。 

交通安全対策の強化につきましては、保育所、幼稚園、小学校における

交通安全教室の更なる充実や市内 15 地区における高齢者交通安全教室の

開催等により、交通ルール・交通マナーの啓発活動を強化するほか、自転

車ヘルメットの購入費補助の対象を拡大し、交通事故の未然防止や重傷化

リスクの軽減を図るなど、市民総ぐるみで「交通死亡事故ゼロ」を目指し

てまいります。 

防犯に対する取組の推進につきましては、「振り込め詐欺ゼロ」に向け、

引き続き、迷惑電話防止機能付電話機の購入費の一部を補助するとともに、

郵便局や公民館に移動番屋を開設するなど、最新の特殊詐欺の手口などに

ついて啓発活動を行い、防犯意識の高揚を図ってまいります。 

また、成年年齢が 18 歳に引き下げられることから、悪質商法などに対す

る消費生活相談体制の一層の充実を図るとともに、効果的な啓発活動に取

り組んでまいります。 

さらに、「中心市街地客引きゼロ」に向け、客引き行為等に対する指導を
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徹底するとともに、市民の皆様や警察等との協働による環境浄化パトロー

ルを継続し、体感治安の更なる向上に取り組んでまいります。 

 

二つ目のビジョン、「支え合い、生き生きと暮らせるまち」の実現に向け

た取組につきまして、御説明申し上げます。 

住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちの実現につきましては、地域

包括ケア社会の実現に向け、より複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

るため、各分野の支援機関が協働し、包括的な支援体制の強化を図るとと

もに、障がい者相談支援センターの職員増員と施設の増設を行い、相談体

制を拡充・強化してまいります。 

また、超高齢社会の進展により、更なる需要が見込まれる成年後見制度

の活用促進を図るとともに、「見守り、つながり、支え合い、一人一人が尊

重される地域づくり」を推進するため、各地区の地域福祉推進委員会の活

動を支援してまいります。 

さらに、市民の皆様が安心して医療・介護を受けることができるよう、

看護職や介護職等の人材確保に向けた助成制度を継続してまいります。 

子育て環境の充実につきましては、「子育て環境日本一」に向け、安心し

て幼稚園・認定こども園・保育所が利用できるよう、幼稚園教諭や保育士

の確保に努めるとともに、園を利用する子育て世帯の負担軽減や園の運営

を支援するなど、幼児教育・保育環境を充実してまいります。 

また、「保育所待機児童ゼロ」を継続するため、多様な保育ニーズに応じ

た運営に対する補助を拡大するほか、感染症対策のための施設改修に対す

る新たな補助など、認可保育所等への支援を行ってまいります。 

小鮎保育所につきましては、一時預かりのための保育室や保護者の育児
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相談に活用できる専用室を新たに設けた施設として、建て替えのための調

査・設計等を進めてまいります。 

児童の放課後対策につきましては、児童クラブ指導員を確保し、受入体

制の充実を図るとともに、放課後子ども教室の拡大により、放課後の居場

所づくりに取り組んでまいります。 

子育て支援の充実につきましては、医療費助成やおむつ支給など、子育

て世帯を対象とした家計や日常生活への支援を継続するとともに、ひとり

親家庭等に対する経済的支援や自立の促進など、家庭の状況に寄り添った

適切な支援を行ってまいります。 

また、育児中のストレスや孤独感等を軽減するため、保育士が地域の児

童館で個別に相談に応じる出張相談を新たに実施するとともに、リフレッ

シュ等の機会が広がるよう、アミューあつぎの託児室「わたぐも」を利用

する保護者に、アミューあつぎ内で利用できるクーポン券を新たに配布し

てまいります。 

療育支援につきましては、療育相談センター「まめの木」を核とし、関

係機関とのより一層の連携強化を図り、幼児期からの一貫した支援体制を

充実してまいります。 

親と子の健康づくりの推進につきましては、妊婦健康診査について、県

内トップクラスの補助を継続するとともに、産婦健康診査及び産後ケア事

業により、退院直後の母子に対して心身のケアを行うなど、妊娠期から子

育て期まで切れ目なく支援してまいります。 

児童虐待防止対策につきましては、こども家庭相談管理システムにより、

これまで以上に迅速かつ適切な支援に努め、「居所不明児童ゼロ」を継続し

てまいります。 
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また、ＤＶ防止対策につきましては、相談者の安全確保や自立支援を最

優先に進めるとともに、児童虐待と密接な関係があることから、一体的に

周知・啓発活動を実施してまいります。 

健康寿命延伸の推進につきましては、新型コロナウイルス感染症の発症

や重症化の予防を目的に、希望する方へのワクチン接種を円滑に進めてま

いります。 

また、一般の診療所では治療が困難な要介護者や高齢者等に対する歯科

診療を、歯科保健センターで新たに実施するとともに、健康寿命の延伸を

図る上で重要な口腔
こうくう

ケアに関する知識の普及啓発に取り組んでまいります。 

国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度事業につきましては、生活習

慣病の潜在的なリスク把握から重症化予防まで、効果的かつ効率的な保健

事業を実施してまいります。 

介護予防と認知症に対する取組の推進につきましては、多様なニーズに

対応した介護サービスを提供するとともに、健康状態など個々の状況に寄

り添った支援を行う介護予防ケアマネジメントを実施してまいります。 

また、高齢者が生き生きと生活を送るため、就労や地域での居場所づく

りなどを支援してまいります。 

市立病院につきましては、重点施策として、高度ながん診療の提供体制

や新たに開設する脳卒中センターによる救急の受入体制を強化することに

より、地域の基幹病院としての役割を果たすとともに、新型コロナウイル

スを始めとする感染症についても、引き続き、感染症指定医療機関として

の体制を確保してまいります。 

多様性の尊重と平和都市の推進につきましては、一人一人の人権が尊重

される社会を目指し、人権施策を推進するとともに、「第４次男女共同参画
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計画」を策定し、女性が様々な分野において活躍することができる環境づ

くりやワーク・ライフ・バランスの充実などに取り組んでまいります。 

また、性的少数者や事実婚の方が抱えている悩みや生きづらさの軽減と、

性の多様性に対する市民の皆様の理解を深めるため、パートナーシップ宣

誓制度を新たに導入してまいります。 

国際交流の推進につきましては、海外友好都市との交流事業を始め、東

京 2 0 2 0
にいぜろにいぜろ

オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンとして

交流を重ねてきたニュージーランドとの青少年交流事業などをより一層推

進し、大会のレガシーを引き継いでいくとともに、未来を担う若者世代に

国際交流の機会を提供してまいります。 

また、海外友好都市等を市民の皆様に身近に感じていただくことができ

る写真展の開催やニュースレターの発行に取り組むとともに、友好都市の

訪問、受け入れ等交流事業を実施する市民団体や市内大学を支援してまい

ります。 

 

三つ目のビジョン、「夢や希望を持ち、自己実現ができるまち」の実現に

向けた取組につきまして、御説明申し上げます。 

学校教育の充実につきましては、「教育環境日本一」に向け、基礎的・基

本的な知識や技能の確実な習得と課題を解決するための力の育成などによ

り、自立につながる生きる力を 育
はぐく

むとともに、感染症対策の徹底や変化に

対応することができる指導体制の確保に取り組んでまいります。 

また、ニュージーランドとの教育に関する連携を更に強め、オンライン

交流や留学の機会を通して、グローバルな人材を育成してまいります。 

さらに、人権教育やインクルーシブ教育を推進し、共生社会の担い手と
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なるための資質・能力を 育
はぐく

むとともに、特別な配慮や日本語指導が必要な

児童・生徒への支援を一層充実してまいります。 

ＧＩＧＡ
ギ ガ

スクール構想に基づく１人１台のパソコン端末の活用につきま

しては、指導者用デジタル教材の利用環境を拡大するとともに、児童・生

徒の一人一人の状況に合わせた学びが提供できるよう、調査・研究を進め

てまいります。 

小・中学校における支援体制の充実につきましては、授業の補助を行う

支援員や非常勤講師を配置し、主体的に学ぶ力を育成するとともに、「いじ

めゼロ」につなげる取組や不登校への対応をきめ細かく行ってまいります。 

また、インターナショナルセーフスクールにつきましては、来年度の清

水小学校、妻田小学校、睦合東中学校の再認証取得に向けて取り組んでま

いります。 

安全な教育環境の整備につきましては、教育の公平性確保や教育水準の

維持向上を図るため、学校規模の適正化が必要となる地域ごとに、通学区

域や学校施設の適正化に向けた検討を進め、適正規模・適正配置の推進の

在り方に関する計画を策定してまいります。 

また、小・中学校プール施設の老朽化に対応するとともに、児童・生徒

に安全で質の高い水泳指導を提供するため、モデル校による検証など、プ

ール施設の最適化に向けた取組を新たに進めてまいります。 

学校施設につきましては、児童・生徒が快適な教育環境の中で安心して

安全に学校生活を送ることができるよう、新たに小学校特別教室への冷暖

房設備の設置などを進めてまいります。 

また、依知南小学校中央棟校舎は令和６年度に、緑ケ丘小学校東棟校舎

は令和７年度に、それぞれ目標耐用年数を迎えることから、施設整備に係
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る基本計画策定などの取組を進めてまいります。 

さらに、将来の学校施設の整備を確実に進めるため、新たに学校施設整

備基金を設置してまいります。 

学校給食施設につきましては、新たな学校給食センターを９月から運用

していくことで、全中学校に安心・安全な給食を提供してまいります。 

地域での学びを支える社会教育と生涯学習の推進につきましては、誰も

がいつまでも、気軽に生涯学習活動に取り組むことができるよう、市民講

師や市内５大学、企業と連携し、様々な学習機会を提供してまいります。 

また、公民館活動や地域活動による住民同士の学び合いなどを通して、

豊かな地域づくりと担い手づくりを推進するとともに、引き続き、地域学

校協働活動の研究を進め、地域全体が協働して子どもたちの学びや成長を

支える仕組みづくりを進めてまいります。 

さらに、誰もが気軽に立ち寄ることができる交流の場としての機能を備

え、科学を始めとした学びや体験ができる（仮称）未来館の整備に向けた

取組を進めてまいります。 

厚木北公民館の整備につきましては、様々な学習ニーズや防災機能の確

保など、地域の課題に対応した拠点として、令和６年度の完成を目指し、

新築設計を進めてまいります。 

来館することなく 24 時間利用できる電子図書館につきましては、音声読

み上げ機能等のある電子書籍を充実し、より多くの方に読書を楽しんでい

ただける環境を整備してまいります。 

文化芸術の振興につきましては、市民の皆様や関係団体との協働により、

あつぎ市民芸術文化祭など様々な文化芸術事業を推進するとともに、市内

の郷土芸能の保存と伝承を図るため、郷土芸能まつりや郷土芸能普及公演
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等を実施してまいります。 

また、あつぎ郷土博物館においては、大英博物館でも展示された 林
はやし

王子
お う じ

遺跡
い せ き

出土の有孔鍔付
ゆうこうつばつき

土器
ど き

や国指定重要文化財を含む縄文時代の特徴的な資

料を一堂に集め、豊かな縄文文化への理解を深める特別展示を開催してま

いります。 

生涯スポーツの振興につきましては、年齢や障がいの有無にかかわらず、

全ての市民の皆様がスポーツを楽しむことができる機会を提供するととも

に、「ねんりんピックかながわ 2 0 2 2
にせんにじゅうに

」の開催を通じて、全国の皆様に本

市の魅力を発信してまいります。 

また、多様なスポーツ活動の充実を図るため、（仮称）及川グラウンド・

ゴルフ場や飯山グラウンドの整備を進めてまいります。 

 

四つ目のビジョン、「人が集い、交流し、新たな価値を生むまち」の実現

に向けた取組につきまして、御説明申し上げます。 

誰もが生活しやすいコンパクト・プラス・ネットワークの推進につきま

しては、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることがで

きる、人にやさしい都市づくりに向け、生活利便施設が不足している地域

のバス路線沿道等にスーパーや診療所等の立地を誘導する補助制度を拡充

するほか、都市機能誘導区域である本厚木駅及び愛甲石田駅周辺へ大規模

商業施設の維持・誘導を図るための補助制度を新たに創設してまいります。 

また、災害リスクの高い区域から居住誘導区域への移転のための補助制

度を拡充してまいります。 

さらに、荻野地区でのコミュニティ交通「ココモ」を継続運行するとと

もに、毛利台地域でタクシーを活用したデマンドタクシーチケット制度の
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実証実験を行うなど、日常生活での移動に不便を感じている方々の移動手

段の確保に取り組んでまいります。 

安全で快適な住環境の整備につきましては、空き家の解体費の支援など、

引き続き、空き家に起因する様々な不安を解消してまいります。 

また、マンション管理組合への様々な支援やマンション管理計画の認定

制度の創設により、マンションの適正管理を推進してまいります。 

市営住宅につきましては、予防保全的な修繕や改善等を適正かつ効率的

に実施することにより、施設の長寿命化を図ってまいります。 

住居表示の整備につきましては、地域の皆様と策定した計画に基づき、

飯山地区の住居表示を実施し、住所の利便性や緊急時の連絡支援の向上を

図ってまいります。 

通学路の整備につきましては、新たな歩道整備や橋りょうの架け替えを

計画的に行ってまいります。 

また、運転者への注意喚起を図るため、小・中学校周辺の交差点や路側

帯のカラー化を推進し、児童・生徒の安全確保を徹底してまいります。 

さらに、児童の目線で通学路の安全を検証するためのウェアラブルカメ

ラを新たに導入し、地域との連携・協働により点検・整備を進めることで、

子どもの命を守る取組を強力に推進してまいります。 

市民生活や産業活動を支える道路ネットワークづくりの推進につきまし

ては、広域的・地域的交通の役割を担う厚木秦野道路の早期開通に向け、

引き続き、用地国債先行取得制度を活用するとともに、関係自治体と連携

し、国へ事業推進を強く要望してまいります。 

また、厚木環状３号線や本厚木下津古久線等の都市計画道路整備を推進

するとともに、交差点改良や生活道路整備等により、安心・安全でスムー



  

14 
 

ズに移動できる道路空間を形成してまいります。 

移動しやすい公共交通環境の整備につきましては、妻田薬師バス停交差

点などのバス待ち環境の改善を図るとともに、中町第２－２地区周辺にお

ける、移動が安全かつスムーズにできる交通導線の確保に向け、アクセス

道路の整備を推進してまいります。 

魅力ある中心市街地等の形成につきましては、市民・事業者の皆様を始

め、まちに関わる多くの皆様と共に、居心地が良く、歩きたくなるまちな

か空間の創出を目指し、新たに「(仮称)本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづ

くり推進計画」を策定してまいります。 

また、本市の玄関口としてふさわしい本厚木駅前北口周辺地区の再整備

に向け、再開発準備組合の活動を積極的に支援してまいります。 

中町第２－２地区につきましては、市民の皆様が気軽に立ち寄り、「いい

日々、いい時間。」を過ごすことができるサードプレイスの創出を目指し、

中心市街地の新たな中核拠点となる図書館、（仮称）未来館、市庁舎等で構

成する複合施設の基本設計業務を完了し、実施設計・施工に向け、準備を

進めてまいります。 

愛甲石田駅周辺につきましては、地域や関係機関などと、将来のまちづ

くりの方向性を示す「（仮称）愛甲石田駅周辺まちづくり基本構想」を新た

に策定してまいります。 

にぎわい創出に向けた取組の推進につきましては、中心市街地の空き店

舗対策を推進するとともに、まちを彩る装飾イベントの開催に併せて来場

者を店舗に誘導する商業支援策を新たに実施し、中心市街地のにぎわい創

出や店舗の売上向上の支援に取り組んでまいります。 

地域の個性をいかした魅力あるまちの実現につきましては、森の里東土



  

15 
 

地区画整理事業地内において、既に５社が操業を開始するなど、新たな産

業拠点として順調に企業立地が進展しており、酒井地区においては、広域

交通の結節点としての交通利便性を生かした新たな拠点形成に向け、着実

に事業が進捗しており、引き続き、両土地区画整理組合を支援するととも

に、関連する道路・排水路の整備を進め、早期完成を目指してまいります。  

山際地区及び山際北部地区につきましては、土地区画整理事業の実施に

向け、関係者の皆様と協議を進めてまいります。 

産業・商業の振興及び安心して働くことができるまちの実現につきまし

ては、環境の変化に対応するための事業展開に取り組む中小企業を新たに

支援するとともに、コロナ禍で重要性が急速に高まっているデジタル化へ

の支援に取り組んでまいります。 

また、商店会が実施するプレミアム商品券発行事業を支援し、地域にお

ける消費を喚起するなど、商店会の活性化を図ってまいります。 

企業誘致の促進につきましては、引き続き、市内への企業立地を支援す

るほか、市内企業の再投資について、アウトリーチ型の支援を行い、雇用

機会の拡大や産業の活性化を推進してまいります。 

観光の振興につきましては、飯山白山森林公園桜の広場を新たな観光資

源として活用するとともに、その周辺道路やハイキングコースなどの整備

を進め、観光拠点としての機能強化を図ってまいります。 

また、「あつぎ飯山桜まつり」や「あつぎ鮎まつり」を始め、魅力ある観

光イベントを安心・安全に開催し、地域経済の活性化につなげてまいりま

す。 

さらに、七沢と大山を結ぶ登山道の中間に位置する不動尻広場を、安全

で快適に過ごせる憩
いこ

いの場として整備するとともに、独自の発想で観光振
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興に取り組む市民団体等を支援するなど、民間活力を生かした新たな観光

資源の創出を図ってまいります。 

シティプロモーションと定住促進につきましては、市内企業や大学、団

体の若い世代で構成する地方創生推進プロジェクトにおいて、本市の魅力

創造や交流事業を推進してまいります。 

また、20 歳・30 歳代の転入促進と転出抑制の二つの視点から、若年子育

て世帯の住宅取得に対する支援を引き続き行ってまいります。 

さらに、バランスのとれた人口構成を確保するため、親世帯との近居・

同居のための住宅取得や改修についても、引き続き支援してまいります。 

農業・林業・水産業の振興につきましては、ＩＣＴ
アイシーティー

などの最先端技術を

活用した農業用設備や機械の導入に対する支援制度を創設し、地域農業の

中心的な担い手の確保・育成とスマート農業の推進に取り組んでまいりま

す。 

また、良好な都市環境の形成に向け、市街化区域内の農地である生産緑

地を維持・拡大し、都市農地の保全を図るとともに、災害時における防災

協力農地としての活用を広げ、防災機能を強化してまいります。 

農業と福祉の連携の推進につきましては、農業の担い手確保と障がい者

等の就労機会の拡充に向け、関係機関と更なる連携を図ってまいります。 

鳥獣被害対策につきましては、適正な捕獲や追い払い等により、農作物
のうさくぶつ

や

生活への被害防止を強化してまいります。 

林業への支援につきましては、森林の有する多面的な機能を発揮させる

ため、林道の整備や木材の活用など森林の整備を計画的に進めるとともに、

新たに厚木産間伐材を活用した木製品を新生児へ贈呈することにより、乳

幼児から木に触れて親しむ「木育
もくいく

」を推進してまいります。  
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水産業の活性化につきましては、相模川の流域市町村及び内水面漁業関

係者と連携し、漁業者の所得向上につながる取組を支援してまいります。 

 

五つ目のビジョン、「環境に優しく、自然と共生するまち」の実現に向け

た取組につきまして、御説明申し上げます。 

地球温暖化対策の推進につきましては、2050 年までのカーボンニュート

ラル実現に向け、実効性のある戦略を策定し、組織横断的に取り組んでま

いります。 

また、市民・事業者の皆様や団体、市が一体となって行動していくため

の仕組みを新たに構築し、オールあつぎの取組として強力に推進してまい

ります。 

さらに、環境以外の分野においても、新たな取組を実践し、カーボンニ

ュートラルの実現を目指してまいります。 

防災・消防の分野につきましては、避難所等を対象とした再生可能エネ

ルギー設備の導入可能性調査を実施するとともに、県内初となるＥＶ消防

車両を導入してまいります。 

教育・生涯学習の分野につきましては、学校教育を通じたカーボンニュ

ートラル推進や小・中学校の照明器具のＬＥＤ化に取り組むとともに、市

民の皆様の脱炭素・地球温暖化防止に対する知識を深める講座を開催して

まいります。 

交通環境の分野につきましては、自家用車に過度に依存しない交通体系

の実現に向け、モビリティマネジメントの取組として「あつぎノーマイカ

ーデー」の社会実験により、公共交通の利用促進とカーボンニュートラル

の実現に向けた効果検証を実施してまいります。 
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産業の分野につきましては、企業等における自家消費型太陽光発電シス

テムの導入を補助するとともに、工場における省エネ効果の高い照明・空

調の導入や事業用電気自動車等の導入に係る経費の一部を補助してまいり

ます。 

市民の皆様への補助につきましては、電気自動車購入補助やスマートハ

ウス機器設置におけるコンパクト・プラス・ネットワークの考え方を取り

入れた居住誘導加算など、新たな補助制度を設け、更なる二酸化炭素の排

出削減を図ってまいります。 

未来へつなげる循環型都市の実現につきましては、もえるごみの戸別収

集モデル地区を拡大し、家庭系ごみの更なる減量化・資源化に取り組んで

まいります。 

また、事業所から排出される食品廃棄物の減量化・資源化の推進に向け、

生ごみ処理機を設置する事業者への補助制度を創設するとともに、民間事

業所から排出される食品廃棄物のバイオエネルギー化による資源化に新た

に取り組んでまいります。 

新たなごみ中間処理施設につきましては、厚木愛甲環境施設組合と連携

し、令和７年度の稼働に向け整備を進めてまいります。 

ふれあいプラザにつきましては、令和５年度の供用開始に向け、市民の

皆様の健康増進や交流の拠点として愛される施設を目指し、整備を進めて

まいります。 

自然との共生の推進につきましては、急速に進んでいるナラ枯れの拡大

を食い止めるため、森林環境譲与税を活用し被害木を伐採するなど、引き

続き対策に取り組むとともに、伐採した樹木を小・中学校の机の天板とし

て活用してまいります。 
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また、里地里山の保全や活用に向け、引き続き、保全活動団体を支援す

るとともに、豊かな自然環境や生物多様性を保全するため、自然と触れあ

うエコツアーや講演会などを開催してまいります。 

緑豊かで美しいまちの実現につきましては、睦合南地区に（仮称）瀬戸
せ と

睦
むつみ

公園を新たに整備するとともに、土砂災害特別警戒区域の指定を受けた

公園等法面の対策を検討してまいります。 

また、市民の皆様や企業との協働による地域美化清掃を行い、環境美化

の向上を図るとともに、「路上喫煙ゼロ」を目指し、喫煙マナーに関する啓

発活動を実施してまいります。 

河川と共生するまちの実現につきましては、相模川三川合流点において、

市民の皆様の憩
いこ

いの場として水辺の利活用を図るため、良好な自然環境と

親水性を備えた水辺ふれあい拠点の創出を目指してまいります。 

また、市民の皆様との協働による草花の植栽や「県央相模川サミット六

市町村合同クリーンキャンペーン」を実施し、河川美化意識の向上を図る

とともに、河川の水質調査や工場及び事業場の排水調査を実施するなど、

良好な河川環境の保全に取り組んでまいります。 

公共下水道事業につきましては、経営マネジメントの強化に取り組むと

ともに、河川環境の保全や生活環境の改善に向け、効率的な下水道整備を

進めてまいります。 

 

六つ目のビジョン、「市民と共に確かな成長を創り出すまち」の実現に向

けた取組につきまして、御説明申し上げます。 

市民参加・市民協働の推進につきましては、「日本一 絆
きずな

の強いまち」を

目指し、地域の課題を解決する地区市民自治推進組織や自治会、ボランテ
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ィア団体の活動を支援するとともに、地域コミュニティ活動の拠点整備や

次世代の地域の担い手づくりに取り組んでまいります。 

また、「現地対話主義」に基づく「自治会長とのまちづくりフリートーク」

や「子育てコミュニティトーク」などを通して、新たな日常においても市

民の皆様の御意見を確実に市政に反映してまいります。 

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

の推進につきましては、スマートフォンアプリ「まちのコイン・

アユモ」の利用促進を図るとともに、参加・体験型のイベント「(仮称)あ

つぎＳＤＧｓ
エスディージーズ

フェスティバル」の開催や企業・団体等を対象とした (仮称)

あつぎＳＤＧｓ
エスディージーズ

パートナー制度の創設などにより、市民・事業者の皆様が

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

を「自分ごと」として捉え、まちぐるみで一体となって取り組む

ことができる環境を構築してまいります。 

行財政改革の推進につきましては、「第７次行政改革大綱」に基づく取組

を推進し、社会環境の変化に対応した質の高い行政サービスを持続的に提

供してまいります。 

また、「公共施設最適化基本計画」に基づき、公共施設の計画的な更新及

び長寿命化を推進するとともに、施設の有効活用について検討してまいり

ます。 

さらに、毎年実施している外部評価に加え、事業の効果や必要性を検証

するための事務事業評価を実施してまいります。 

行政手続におけるデジタル化の推進につきましては、電子申請システム

に電子決済サービスを導入し、申請から手数料納付まで、来庁せずに手続

が完結する環境を整え、市民の皆様の更なる利便性の向上に取り組んでま

いります。 

また、利用者の皆様に少ない手順で快適に手続をしていただけるよう、
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便利で分かりやすい窓口を目指し、デジタル技術を積極的に活用した総合

窓口の整備に向け、取組を進めてまいります。 

さらに、庁内業務において、定型業務を自動化するＲＰＡ
アールピーエー

やＡＩ
エーアイ

技術を

用いた会議録作成システムを活用し、事務の効率化や業務の生産性向上を

図ってまいります。 

組織運営につきましては、新たな行政需要に迅速かつ柔軟に対応する組

織を構築するとともに、令和５年度の地方公務員の定年年齢引上げに向け、

役職定年制や定年前再任用短時間勤務制等の導入など、準備を進めてまい

ります。 

財政運営につきましては、社会保障関係経費や公共施設の維持補修経費

の増大が避けられない中、国庫補助金などの特定財源の確保はもとより、

税や料だけでなく、土地の貸付け、債券運用など、更なる自主財源の確保

についても積極的に取り組んでまいります。 

また、今後の税収確保を見据えた未来への投資となる都市基盤整備を着

実に推進し、将来にわたって持続的な強い財政を堅持してまいります。 

都市間連携の推進につきましては、「県央相模川サミット」や「広域行政

連絡会」において、環境問題や観光振興、災害対策などの課題解決に向け

た広域的な取組を進めてまいります。 

国内友好都市との交流につきましては、市民の皆様が参加できる魅力あ

る事業を実施するとともに、市民団体による交流事業を支援してまいりま

す。 

 

以上、令和４年度の市政運営に当たり、私の所信及びこれを実現するた

めの主要な取組について、御説明申し上げました。 
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世界的な感染症流行という困難の中、昨年夏には、東京 2 0 2 0
にいぜろにいぜろ

オリン

ピック・パラリンピック競技大会が、この２月には、本市出身の大塚
おおつか

健
たける

さ

んがスノーボード競技で活躍した、北京 2 0 2 2
にいぜろにいにい

冬季オリンピック競技大

会が開催されました。 

ひたむきに競技と向き合い、躍動する選手たちの姿は、私たちに多くの

勇気と希望を与えてくれました。 

選手たちの活躍の陰にあるのは、たゆまぬ努力と血のにじむような練習

の積み重ね、そして前に進むという確固たる信念です。 

東京大会において、本市がホストタウンを務めたニュージーランドの先

住民のことわざに「太陽に顔を向ければ、あなたの後ろに影はできる」と

いう言葉があります。「太陽」は、「神聖なもの」、「良いもの」、「正しいこ

と」の象徴であり、「正しいことを信じて、前を向いて歩みを進めていけば、

未来は必ず輝いている。」という意味が込められています。 

市民の皆様が笑顔で幸せに暮らす未来を心に思い描き、日本に、そして

世界に誇れるまちとして、力強く前進していかなければなりません。  

何事も将来を見据え、果敢に挑戦しない限り成長はありません。輝ける

未来をつくることができるのは、今を生きる私たちであり、その手に託さ

れているのです。想
おも

いをひとつに、市民協働という強い絆で、共に前進し

ていきましょう。 

総合計画に掲げる将来都市像「自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元

気なまち あつぎ」の実現のため、市民の皆様並びに議員の皆様のより一層

のお力添えを心からお願い申し上げ、令和４年度の施政方針といたします。 


